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石川県告示第248号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の36第 1項の規定により、次のとおり包括外部監査契約を締結した。

平成28年 4月26日

憲正本

包括外部監査契約の期間の始期

平成28年 4月 1日

包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

早川 晃治

金沢市大浦町ル57番地 3

包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

基本費用の額並びに執務費用及び実費の額の合算

包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法

監査の結果に関する報告の提出後に一括払とする。ただし、 必要に応じ概算払をすることができる。

谷石川県知事

1 

2 

4 

3 

。

石川県告示第249号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の 2第 4項において準用する同法第50条の 2の規定により 、指定介護

機関から次のとおり居宅介護事業所を廃止した旨の届出があった。

平成28年4月26日

憲正本谷石川県知事

。
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居宅介護事業者 居宅介護事業所 廃止

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所在地 年月日

株式会社エイチアンドケ 福井県福井市和田中 3
加賀エンゼ、ル薬局 加賀市大聖寺八間道 1

平成28年

一 丁目 111 3月31日

石川県告示第250号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和25年法律第144号)第

54条の 2第 4項において準用する同法第50条の 2の規定により、指定介護機関から、次のとおり居宅介護事業所を廃

止した旨の届出があった。

平成28年 4月26日

石川県知事 谷 本 正 憲

居宅介護事業者 居宅介護事業所 廃止

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所在地 年月日

株式会社エイチアンドケ 福井県福井市和田中 3
加賀エンゼ、ル薬局 加賀市大聖寺八間道 1

平成28年

一 丁目 111 3月31日

石川県告示第251号

WTO  (世界貿易機関)に基づく政府調達に関する協定(平成 7年条約第23号)の適用を受ける特定調達契約につ

き、 一般競争入札の落札者を決定したので、次のとおり落札者等について告示する。

平成28年 4月26日

1 落札に係る物品等の名称、予定数量及び調達方法

灯油 104，000リットル購入

2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

石川県立高松病院事務局総務課経理係

かほく市内高松ヤ36

3 落札者を決定した日

平成28年 3月25日

4 落札者の名称及び所在地

北星産業株式会社

金沢市片町2丁目 3番17号

5 落札金額

37. 26円/リットル

6 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

7 一般競争入札の公告を行った日

平成28年 1月22日

石川県告示第252号

石川県知事 谷 本 正 憲

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第 1項の規定により、次のとおり歳入の徴収事務を委託した。

平成28年 4月26日

石川県知事 谷 本 正 憲



平成 28年 4月 26日(火曜日) 石川県 公報 第 12896号

委 託 事 項
委 託 先

委託期間
所 在 地 名 称

石川県国際交流センターに係る使用料の徴 金沢市本町1丁目 5 公益財団法人石川県 平成28年4月 1日から

収事務 番 3号 国際交流協会 平成29年 3月31日まで

石川県告示第253号

森林法(昭和26年法律第249号)第25条の 2第 1項の規定により、次のとおり保安林として指定する。

平成28年 4月26日

1 保安林の所在場所

珠洲市上戸町南方参字11の 1、11の2、14の2

2 指定の目的

土砂の崩壊の防備

3 指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

石川県知事 谷 本 正 憲

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

(1次のとおり」は、省略し、その関係書類を石川県農林水産部森林管理課及び珠洲市役所に備え置いて縦覧に

供する。)

1 保安林の所在場所

河北郡津幡町字種東10

2 指定の円的

土砂の崩壊の防備

3 指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

(1次のとおり Jは、省略し、その関係書類を石川県農林水産部森林管理課及び津幡町役場に備え置いて縦覧に

供する。)

1 保安林の所在場所

鳳珠郡穴水町字甲弐8の2、9、10、11の甲

2 指定の目的

土砂の崩壊の防備

3 指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める
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標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

u次のとおり」は、省略し、その関係書類を石川県農林水産部森林管理課及び穴水町役場に備え置いて縦覧に

供する。)

石川県告示第254号

都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第 2項において準用する同法第18条第 1項の規定により、次のとおり

都市計画を変更した。

平成28年 4月26日

都市計画の種類

力日賀都市計画都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針

加賀都市計画道路

3・5・50号薬師上原線

加賀都市計画道路

3・5・52号温泉中央南線

力日賀都市計画道路

3・5・56号桂木線

加賀都市計画道路

7・6・15号温泉東山線

加賀都市計画下水道

(加賀沿岸流域下水道)

石川県知事 谷 本 正 憲

都市計画を変更する土地の区域

加賀都市計画区域

加賀市山中温泉こおろぎ町、山中温泉南町、山

中温泉湯の出町、山中温泉薬師町、山中温泉白

山町、山中温泉西桂木町、山中温泉上野町、山

中温泉塚谷町及び山中温泉上原町の各一部

加賀市山中温泉本町一丁目、山中温泉湯の本町、

山中温泉本町二丁目、 山中温泉薬師町、山中温

泉湯の出町、山中温泉南町及び山中温泉こおろ

ぎ町の各一部

加賀市山中温泉東町一丁目、山中温泉塚谷町及

び山中温泉西桂木町の各一部

加賀市山中温泉本町一丁 目、山中温泉東町一丁

目、 山中温泉東町二丁目、 山中温泉河鹿町、山

中温泉栄町及び山中温泉南町の各一部

公 とヒ
Eヨ

政府調達に関する協定に係る入札公告

縦覧場所

石川県土木部都市計画課及び加

賀市建設部都市計画課

11 

11 

11 

11 

11 

次のとおり WTO (世界貿易機関)に基づく政府調達に関する協定(平成 7年条約第23号)の適用を受ける一般競

争入札を実施する。

平成28年 4月26日

1 調達内容

(1)購入件名及び数量

灯油 128， 000リットル

(2) 調達件名の特質等

J 1 S 1号

(3) 納入期間

平成28年 7月 1日から同年 9月30日まで

(4) 納入場所

石川県立高松病院

石川県知事 谷 本 正 憲
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(5) 今後調達が予定される件名、数量及び入札公告予定時期

灯油 141，000リットル(平成28年10月 1日から同年12月31日まで)平成28年 8月頃

(6) 入札方法

第 12896号

入札金額は、 (1)の物件の 1リットル当たりの単価額を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に

記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108

分の1001こ相当する金額を入札書に記載すること。

2 競争入札参加者資格

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の 4の規定に該当しない者であること。

(2) 平成28年度に石川県において締結が見込まれる物品等の特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資

格等(平成28年石川県告示第182号)に基づき、競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、 5(7)に掲げる場所において随時申請を受け付けている。

(3) 指名停止の措置を受けている者でないこと。

3 入札者に要求される義務

入札者は、当該購入物品を指定した日時及び場所に納入できることを証明する書類等入札説明書に示す関係書類

を平成28年 6月 3日(金)までに 4(1)の提出場所に提出しなければならない。なお、契約担当者から当該書類に関

し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

4 入札書の提出場所等

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先

〒929-1293 かほく市内高松ヤ36

石川県立高松病院事務局総務課経理係 電話番号 076-281-1125 

(2) 入札説明書の交付方法

(1)の交付場所において交付

(3) 入札書の受領期限

平成28年 6月24日(金)午後 1時30分(郵送の場合は、簡易書留とし、 受領期限内必着 とする。)

(4) 開札の日時及び場所

平成28年 6月24日(金)午後 1時30分 石川県立高松病院管理棟大会議室

5 その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除

(3) 入札の無効

この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった

者の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする。

(4) 契約書作成の要否

要

(5) 落札者の決定方法

石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号)第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(6) 手続における交渉の有無

無

(7) 競争入札参加資格の申請書の配布場所及び提出場所

干920-8580 金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県総務部管財課用度グループ。 電話番号 076-225-1262 

(8) その他

詳細は、入札説明書による。

6 Summary 
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(1) Nature and quantity of the products to be purchased 

Kerosene CParaffin) Oi 1 128，000 e 
(2) Delivery period 

From 1 July 2016 through 30 September 2016 

(3) Delivery place 

Ishikawa Prefectural Takamatsu Hospital 

(4) Time limit of tender 

1:30 p.m. 25 June 2016 

(5) Contact point for the notice 

Fiscal Division Ishikawa Prefectural Takamatsu Hospital 

36 ya Uchitakamatsu Kahoku 929--1293 

Japan TEL 076--281--1125 

農業振興地域の区域の変更公告

第 12896号

農業振興地域の整備に関する法律 (昭和44年法律第58号)第 7条第 1項の規定により 、加賀市に係る農業振興地域

の区域を次のとおり変更する。

なお、加賀農業振興地域の変更区域図は、石川県農林水産部農業政策課において縦覧に供する。

平成28年4月26日

石川県知事 谷 本 正 憲

農業振興地域名 農業振興 地 域を変更する 区域

加賀農業振興地域について、山中温泉旭町及び山中温泉泉町の各全部、山中温泉二天町、山中

力日 賀
温泉中田町、山中温泉長谷田町、山中温泉宮の杜、 山中温泉上原町、山中温泉塚谷町、山中温

泉力日美谷台、山中温泉上野町、山中温泉東町一丁目、 山中温泉下谷町及び山中温泉菅谷町の各

一部を区域から除外する。

土地改良区の定款変更認可公告

土地改良法 (昭和24年法律第195号)第30条第2項の規定により、次のとおり土地改良区の定款の変更を認可した。

平成28年 4月26日

石川県知事 谷 本 正 憲

土 地 改 良区 の名称 認 可 年 月 日

力日 賀 市 士 地 改 良 区 平成 28 年 4 月 18 日

松 イ壬 士 地 改 良 区 11 

美 } 11 士 地 改 良 区 11 

塚 士 地 改 良 区 11 

都市計画区域の変更公告

都市計画法(昭和43年法律第100号)第 5条第6項において準用する同条第 1項の規定により 、都市計画区域を次

のとおり変更する。

平成28年 4月26日

1 変更に係る都市計画区域の名称、

加賀都市計画区域 (加賀都市計画区域及び山中都市計画区域を再編)

2 変更に係る土地の区域

石川県知事 谷 本 正 憲

大聖寺馬場町、大聖寺錦町、大聖寺関町、大聖寺今出町、 大聖寺越前町、大聖寺三ツ屋町、大聖寺中町、大聖寺

神明町、大聖寺下屋敷町、大聖寺大新道、大聖寺新屋敷町、大聖寺五軒町、大聖寺中新道、大聖寺魚町、大聖寺観

音町、大聖寺東横町、大聖寺本町、大聖寺八間道、大聖寺片原町、大聖寺仲町、大聖寺福田町、 大聖寺鷹匠町、大
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聖寺法華坊町、 大聖寺京町、 大聖寺寺町、 大聖寺山田町、大聖寺鍛冶町、 大聖寺十一町、大聖寺一本橋町、大聖寺

南町、 大聖寺荒町、 大聖寺鉄砲町、大聖寺田原町、 大聖寺弓町、 大聖寺金子町、大聖寺木呂場町、大聖寺菅生町、

大聖寺永町、 大聖寺天神下町、 大聖寺藤ノ木町、 大聖寺大名竹町、 大聖寺耳聞山仲町、大聖寺亀町、 大聖寺麻畠町、

大聖寺耳聞山町、 大聖寺新町、大聖寺松ケ根町、大聖寺相生町、 大聖寺北片原町、 大聖寺番場町、大聖寺殿町、 大

聖寺新組町、大聖寺上福田町、大聖寺菅生、大聖寺敷地、大聖寺岡町、大聖寺畑町、大聖寺下福田町、大聖寺荻生

町、大聖寺三ツ町、 大聖寺上木町、大聖寺瀬越町、 大聖寺地方町、大聖寺東町、山代温泉、尾俣町、 桂谷町、荒木

町、別所町、加茂町、西島町、七日市町、圧町、桑原町、若葉台、津波倉町、勅使町、宇谷町、栄谷町、松山町、

清水町、河原町、 二子塚町、上野町、森町、山本町、 二ツ屋町、 小坂町、 横北町、水田丸町、柏野町、須谷町、 塔

尾町、片山津温泉、湖城町、片山津町、潮津町、 冨塚町、弓波町、作見町、 小菅波町、 大菅波町、山田町、尾中町、

白山台、松が丘、 小塩辻町、 宮地町、 野田町、 塩浜町、 篠原町、 篠原新町、美岬町、伊切町、源平町、手塚町、 新

保町、柴山町、 一白町、干拓町、 動橋町、中島町、 合河町、梶井町、八 日市町、 高塚町、打越町、箱宮町、分校町、

田尻町、 小塩町、橋立町、深田町、宮町、 黒崎町、 高尾町、片野町、 豊町、 三木町、奥谷町、橘町、 永井町、吉崎

町、百々町、細坪町、白鳥町、幸町、美谷が丘、南郷町、下河崎町、上河崎町、中代町、保賀町、黒瀬町、吸坂町、

塩屋町、山中温泉南町、山中混泉栄町、山中温泉河鹿町、山中温泉湯の出町、山中温泉本町二丁 目、 山中温泉本町

一丁目、山中温泉東町二丁目、山中温泉東町一丁目、山中温泉湯の本町、山中温泉薬師町、山中温泉富士見町、山

中温泉白山町、山中温泉西桂木町、山中温泉東桂木町、山中温泉上野町、山中温泉泉町、山中温泉旭町、山中温泉

二天町、山中温泉加美谷台、 山中温泉宮の杜一丁目、山中温泉宮の社二丁 目、 山中温泉中津原町、山中温泉滝町及

び山中温泉菅生谷町の各全部並びに河南町、熊坂町、日谷町、直下町、曽宇町、山中温泉こおろぎ町、山中温泉塚

谷町、山中温泉上原町、山中温泉長谷田町、山中温泉中田町、山中温泉下谷町、山中温泉菅谷町、山中温泉栢野町

及び山中温泉四十九院町の各一部

(1) 新たに都市計画区域に含まれる土地の区域

山中温泉中津原町、山中温泉滝町、山中温泉菅生谷町の各全部並びに山中温泉四十九院町の一部

(2) 都市計画区域から除外される土地の区域

なし

指定構造計算適合性判定機関の変更の届出の公告

建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の35の8第 2項の規定により、指定構造計算適合性判定機関から、次

のとおり指定構造計算適合性判定機関の事務所の所在地を変更する旨の届出があった。

平成28年 4月26日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 指定構造計算適合性判定機関の名称及び住所

一般財団法人ベター リビング

東京都千代田区富士見二丁目 7番 2号

2 変更する事項

構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

(変更前)東京都千代田区富士見二丁目 7番 2号

(変更後)(1) 本部

東京都千代田区富士見二丁目 7番 2号

(2) 名古屋事務所

愛知県名古屋市中区栄四丁目 3番26号

3 変更する年月日

平成28年 4月20日

入 I
l
u
 

ムふ
1 公 左ヒ

仁ヨ

次のとおり 一般競争入札を実施する。

平成28年 4月26日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 一般競争入札に付する事項
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(1) 委託業務名

安全運転管理者等講習業務委託

(2) 業務内容

石川県 公報

入札仕様書(以下「仕様書」としづ。)による。

(3) 委託期間

契約締結の日から平成29年 3月31日まで

2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

第 12896号

この委託業務の入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の

購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方

法等(平成9年石川県告示第581号)及び平成12年度以降石川県が発注する建築物の管理業務の契約に係る一般競

争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請時期及び方法等(平成11年石川県告示第

653号)に基づき、平成27年度において競争入札参加資格を有する者で、次に掲げる条件の全てに該当し、かつ、

知事によりこの委託業務に係る入札参加資格の確認を受けた者であること。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 県の指名停止措置を受けていない者であること。

(3) 国又は地方公共団体が発注した各種委託業務を受注し、又は履行した実績を有し、この委託業務の履行が可能

であると認められる者であること。

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の 2第 3項の規定に基づき、平成28年 5月 9日(月)までに石川

県公安委員会から認定を受けた者で、石川県内に本!苫、支庖等を有するものであること。

(5) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。

ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支庖若しくは常時契約を締結

する事務所を代表者する者をし、う。以下同じ。)が暴力団員 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律(平成 3年法律第77号)第 2条第6号に規定する暴力団員をしサ。以下同じ。)である者

イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をしサ。以下同じ。)

又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、 暴力

団又は暴力団員の利用等をしている者

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力

団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(6) 仕様書に定められる業務内容を、公正かっ的確に遂行し得る者であること。

3 入札参加資格の確認手続等

入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係書類を添えて知事に提出し、入札参加資格の確認

を受けなければならない。なお、 (1)アの提出期間に入札参加資格確認、申請書を提出しない者及び入札参加資格がな

いと認められた者は、入札に参加することができない。

(1) 入札参加資格確認申請書の提出期間等

ア提出期間

平成28年4月26日(火)から同年 5月 9日(月)まで(石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第

16号)第 1条第 1項に規定する県の休日(以下 「県の休日 Jとしづ。)を除く 。)

イ提出時間

午前9時から午後 5時まで

ウ提出場所

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県警察本部庁舎4階会計課

エ提出方法

持参又は郵送(郵送の場合は、簡易書留とし、提出期間内必着とする。)により提出すること。

(2) 入札参加資格の確認の結果の通知

確認の結果の通知は、平成28年 5月10日(火)までに入札参加資格確認結果通知書を郵送等により行う。
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4 入札参加資格確認申請書、仕様書等の交付

(1) 入札参加資格確認申請書、仕様書等の交付場所及び問合せ先

干920-8553 金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県警察本部庁舎4階会計課

電話番号 076-225-0110 

(2) 交付期間

平成28年4月26日(火)から同年 5月9日(月)まで(県の休日を除く。)

(3) 交付時間

午前 9時から午後 5時まで

5 入札書の提出場所等

(1) 入札書の提出場所

4(1)の交付場所に同じ。

(2) 入札書の受領期限

平成28年 5月11日(水)正午(郵送の場合は、簡易書留とし、受領期限内必着とする。)

(3) 開札の日時及び場所

ア日時

平成28年 5月11日(水) 午後 1時30分

イ場所

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県警察本部庁舎 2階入札室

6 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の 8に相当する金額を加算した金額(当該

金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当

する金額を入札書に記載すること。

7 落札者の決定方法

石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号)第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

8 入札に関する注意事項

(1)入札参加者は、入札当日、入札参加資格確認結果通知書を提示すること。

(2) 入札参加者は、仕様書、契約書案その他関係書類を熟覧の上、入札すること。

(3) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは、入札に参加しないことができる。この場合

において、県は、入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない。

9 入札の無効

この公告に示した入札に参加する資格のない者、入札参加資格の確認手続等を行わない者、入札に関する注意事

項を遵守しない者及び入札心得に違反した者の提出した入札書は、無効とする。

10 契約書作成の要否

要

11 入札保証金及び契約保証金

免除

公 安委 員 ム一品

石川県公安委員会告示第51号

石川県公安委員会が行う交通の規制(昭和47年石川県公安委員会告示第48号)の一部を次のように改正する。

平成28年4月26日

石 川 県公安委 員会
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別表第 1 (信号機の設置場所)珠洲警察署管内の表19を次のように改める。

珠洲市大谷町 1字57番地先

国道249号上

別表第 2 (一方通行の指定)羽咋警察署管内の表に次のように加える。

羽咋市川原町チ187番地 1先から

羽咋市川原町チ128番10先まで

自動車及び原|北から南に至る

動機付自転車|方向

別表第11(最高速度の指定)輪島警察署管内の表に次のように加える。

ゾン30

(1)輪島市河井町24部11番地49先

(2)輪島市河井町22部 1番地先

108 市道 (3)輪島市河井町18部 1番地57先
約2，800 毎時30キロ

(4)輪島市河井町3部68番地先
メートル メートル

(1)から(4)までの場所を結ぶ線に固ま

れた区域内の道路

別表第11(最高速度の指定)珠洲警察署管内の表39の項を次のように改める。

39 1 農道農免珠洲線

で

別表第18(駐車禁止)金沢東警察署管内の表に次のように加える。

県道森本津幡
金沢市今町ワ48番地先から

366 線、国道359号、

国道159号
金沢市東山 1丁 目1番 2号先まで

市道弓取13号三 金沢市三浦町301番地23先から
367 

浦町線4号 金沢市三浦町301番地46先まで

別表第18(駐車禁止)羽咋警察署管内の表66の項を次のように改める。

l 県道若部千里浜 |羽咋市的場町95番地 1先から

インタ一線 羽咋市川原町テ90番地 1先まで()11原町交差点)

別表第11(最高速度の指定)珠洲警察署管内の表65の項を次のように改める。

首リ 除

別表第18(駐車禁止)金沢東警察署管内の表50及び275の項を次のように改める。

出 削

削

除

除

別表第18(駐車禁止) 2以上の警察署管内にまたがる表 8の項を次のように改める。

削 除

選挙管理委員会

石川県選挙管理委員会告示第26号

終日

約7，700

メートル

約85

メートル

車両(けん引③を

除く 。)

車両(原動機付自

転車及びけん引①

②③を除く。)

終日 車両

終日 車両

政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第 6条第 1項の規定による政治団体の届出があったので、同法第 7条の
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2第 1項の規定により、その名称等を次のとおり公表する。

平成28年 4月26日

石 川 県選挙管理委員会

(政党の支部)

国会議員関係政治団体以外の政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日

自由民主党 石 川 県
清 7.k 実日 彦 南 優 金沢市深谷町ニの75番地 1 平成28年 3月25日

金沢市第三十二支部

(政党の支部以外のその他の政治団体)

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日

藤木し んや 上

石 川 県後援会
坂 英 茎 中 出 壁主 彦 金沢市古府 1-220 平成28年 3月11日

石川県選挙管理委員会告示第27号

政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第 7条第 1項の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったの

で、同法第 7条の 2第 1項の規定により、次のとおり公表する。

平成28年 4月26日

石 川 県選挙管理委 員 会

(政党の支部)

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 |日 異動年月日

自由民 主 党 代表者 林 自日 守 田 幸 則
林 一郎 平成27年 1月10日

宝 達志水町支部 会計責任者 土 上 猛 林 自日

主たる事務 鳳珠郡能登町字中 鳳珠郡能登町字鈴

自由民 主 党柳田支部 棚田昭男 所の所在地 斉サ部85番地 ヶ嶺ツ部6番地 平成27年 2月24日

会計責任者 山 本 明 人 南 正 晴

自由民主党石 川 県
蓮池芳浩 会計責任者

歯科医師連盟支部
千 田 恭 d首~、 飯 手Ij 多目 洋 平成27年 7月 1日

自由民 主 党石 川 県
茨木 徹 代表者 茨

たばこ販売支部
木 徹 南 野 隆 平成28年 3月 7日

主たる事務 白山市尾添イ55番 白山市尾添チ81一

自由民主党 尾 口 支 部 山崎貴文 所の所在地 士也 3番地 平成28年 3月20日

代表者 山 崎 貴 文 :lt キナ 秀 高己

自由民主党石 川 県
堀池光剛 会計責任者 得 成 克 久 高 橋 昭 平成28年 3月23日

食育流通 支 部

民主党石 川 県
田中美絵子 会計責任者 中 稔 麦 徹 平成28年 3月25日

第 区総支部
田 田

1 

主たる事務 河北郡内灘町字大 河北郡内灘町字大

自由民主党内灘町支部 思道正博
所の所在地 根布 1-76 学 2-65 

平成28年 3月28日
代表者 恩道正 博 中 ) 11 達

会計責任者 七 田 I荷 男 酒 本 昌 博
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(政党の支部以外の政治団体)

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 |日 異動年月日

チーム希夢賢 木村麻里
主たる事務 小松市若杉町3 小松市若杉町2一

平成27年4月13日
所の所在地 83 52 

主たる事務
金沢市もりの里 1

金沢市田上の里 2
こまい大祐後援会 小間井大祐 丁目168番 地マー 平成27年 5月 1日

所の所在地 105 
ゴ98 1 F 

石川県行政書士政治連盟 茅野勇平
代表者 茅 聖子 勇 平 前 多 手Ij 彦

平成27年 5月22日
会計責任者 永 倉 幸 司 寺 田 隆

石川県社会保険労務士
米谷和義 代表者 米 谷 手口 義 菊 池 寛 、iム口 平成27年 5月29日

政治連盟

石川県民主教育政治連盟 盛本芳久 会計責任者 山 中良 ま宥 則 庄 田 望 平成27年 6月26日

石井みどり石川県後援会 蓮池芳浩 会計責任者 千 田 恭 4 舌"苔h、 飯 手Ij ヂ日 洋 平成27年 7月 1日

石 川 県歯科医師連盟 蓮池芳浩 会計責任者 千 田 恭 恵 飯 利 多目 洋 平成27年 7月 1日

西村まさみ石川県後援会 加藤 寿 会計責任者 千 田 恭 d百G三~、 飯 手Ij 多目 洋 平成27年 7月 1日

政治結社北雷社加賀支部 辻本洋明
主たる事務 加賀市松が丘 2丁 加賀市片山津町タ

平成27年 7月10日
所の所在地 目4-7 -42-2 

石 川県 医師連盟 近藤邦夫 会計責任者 石 丸 正 前 田 義 樹 平成27年 7月17日

石川県歯科技工士
荒木由紀夫 会計責任者 平 島 倫

政治連盟
子 若 林 浩 美 平成27年 8月 1日

上田ともかず後援会 黒谷治夫 会計責任者 中公 長 日召 古 田 政 敏 平成27年 9月12日

代表者 オヒ 瀬 手IJ 樹 ，呂ームー， 崎 浩
木下ひろゆ き後援会 北瀬利樹

会計責任者 松 長 日召 古 政 敏
平成27年 9月12日

回

辻信行後 援 会 中島 章 代表者 中 島 章 キナ 太 武 同司 平成27年10月 1日

主たる事務 白山市宮保町1520
白山市北成町206

広 風 コd』= 小柳 品裕
所の所在地 番地

平成27年12月 7日
代表者 小 柳 晶 裕 安 田 竹 司

会計責任者 清 7J<. 孝 司 中自 野 伝

主たる事務
小松市白山町140 小松市白 山町140

北 栄 一 郎 連合後援会 ヰヒ 清種 -6 -1416 西尾 6 -1311 北栄 平成28年 1月 1日
所の所在地

慶政方 一郎方

主たる事務
小松市白山町140 小松市 白山町140

さわやか小松をつくる会 北栄一郎
所の所在地

-6 -1416 西尾 6 -1311 北栄 平成28年 1月 1日

庚政)J 一郎み

幸福実現党
平岡平一 会計責任者 寺 典 子 中 島 康 雄 平成28年 2月10日

金沢南後 援 会
口

岡本かつゆき後 援会
代表者 ) 11 西 貝Ij 夫 長 岡 東 辛

平成28年 3月 1日川西則夫
会計責任者 ) 11 西 員IJ 夫 長 岡 東 幸

一人ひとりを大切にする
岩淵正明

主たる事務 金沢市武蔵町 1番 金沢市駅西新町 1
平成28年 3月14日

明日をつくる会いしかわ 所の所在地 15号 1 -18 

金沢市民会議 高村佳伸 会計責任者 喜 多 1ご生ロ 局 左l5 勝 人 平成28年 3月22日

宮橋勝栄松東校下
西田俊一 会計責任者 ，邑~ー，

橋 麻 美 局 智 子 平成28年 3月23日
連合後 援会

西本まさゆき後援会
代表者 山 崎 オAて4 西 野 守

平成28年 3月24日山崎 オAミム= 

会計責任者 桜 井 7足I=くL 大 薮 進

吉本慎太郎と共に歩む会 加藤憲夫 会計責任者 i可 瀬 基 嘉 鈴 木 雄 平成28年 3月25日
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谷本正憲
川口克則 会計責任者 七 満田

内灘町連合後援会
男 } 11 口 正 己 平成28年 3月28日

国会議員 国会議員関係政治
法第四条の 7第 1

一人ひとりを大切にする
岩淵正明 関係団体 団体以外の政治団

項第 2号に係る国
平成28年 3月30日

明日をつくる会いしかわ
の区分 体

会議員関係政治団

体

主たる事務
金沢市新神田 3丁

金沢市高畠 1丁目
やまと政治経済研究所 本林 勝輝 目6番27号福富 平成28年 3月30日

所の所在地 451-2 
ノ¥イム301号

石川県選挙管理委員会告示第28号

政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第17条第 1項の規定による政治団体の解散の届出があったので、同条第

3項の規定により、次のとおり公表する。

平成28年4月26日

石 川 県選挙管理委員会

(政党の支部以外のその他の政治団体)

政治団体の名称、 代表者の氏名 解散年月日

垣内武司後援会 神田孝 也 平成27年12月31日

GOGO志縁隊 口 正巳 平成27年12月31日

GO!GO!にしおサボーターズ 金田孝子 平成27年12月31日

子供たちの未来を考える会 宇藤孝則 平成27年12月31日

寺前秀ーを支援する会 新滝淳子 平成27年12月31日

西尾ゅうじ後援会 西尾雄次 平成27年12月31日

福井正宗応援会 福井正宗 平成27年12月31日

本林まさき後援会 本林勝輝 平成27年12月31日

全国たばこ耕作者政治連盟北陸支部 角 口 英夫 平成28年 2月29日

チーム中浦政克 中浦政克 平成28年 2月29日

近藤安為後援会 出 口辰男 平成28年 3月10日

森作治後援会 北野義秋 平成28年 3月20日

宏友会 小 倉宏答 平成28年 3月28日

石川県選挙管理委員会告示第29号

政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第四条第 3項第 2号の規定による資金管理団体でなくなった旨の届出が

あったので、同法第四条の 2第 1項の規定により、その届出をした者の氏名等を次のとおり公表する。

平成28年4月26日

(法第四条第 3項第2号による届出)

資金管理団体の届出をした者の氏名

小 倉宏谷

石川県選挙管理委員会告示第30号

資金管理団体の名称

宏友会

石 川 県選挙管理委 員 会

資金管理団体でなくなった年月日

平成28年 3月28日

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第 1項第 3号の規定による個人演説会、政党演説会及び政党等演説会

を開催することができる公営施設につき、次のとおり指定を取り消した旨の報告があったので、同条第4項の規定に

より告示する。

平成28年4月26日
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石 川 県選挙管理委員会

施設名 所 在 地

鶴来農村環境改善センター多目的ホール
|白山市井口町に60番地 1

及び和室

( 1箇月 2，350円送料とも) 発行人 干920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県

指定取消年月日

平成28年4月 1日

印刷所 干92卜8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側共栄 TEL(076) 292-2236 


